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審　議　の　内　容

	１．議事録の承認について
· 資料１「第３回藤井寺市地域福祉計画策定委員会議事録（案）」が議事録として承認される。

２．パブリックコメントの結果について
· 事務局より、資料２「パブリックコメント実施結果」の説明。
【質疑応答】
福村委員：意見の募集は、ホームページでも行ったのか。
事 務 局：ホームページも含めて、広く意見を募集した。
福村委員：もう少し幅広く知らせる方法はないのか。意見の数が６件で話を進めて良いのか。
委 員 長：パブリックコメントの件数は、毎回こんなものか。
事 務 局：計画の種類によっても意見の数は違う。前回の第４期地域福祉計画におけるパブリックコメントの意見は３件であった。
委 員 長：意見が少ないことは、今後課題として持ち続けないといけないと思う。まず住民に関心をもってもらわないといけない。

３．計画素案の審議
· 事務局より、資料３「第５期藤井寺市地域福祉計画（案）」、追加資料「第５期藤井寺市地域福祉計画（案）（修正箇所抜粋）」についての説明。
【質疑応答】
林 委 員：３ページ及び４ページにおいて、地域福祉活動計画と地域福祉計画の関係が示されているので、54ページ（３）「社会福祉協議会の役割」の部分においても、地域福祉活動計画について触れることはできないか。
事 務 局：意見をいただいた通り、地域福祉活動計画について54ページ（３）に追記する。
副委員長：基本的に市役所では、障害・高齢・子どもと係がわかれている。障害をお持ちの高齢者、子どもに関しても障害をお持ちかそうでないか等、課題が重複している方が増えている。一つの課では困りごとの一部は相談できるかもしれないが、他の部分はまた別の課になり、同時に手続きや相談ができない課題がある。その結果、相談できる力のある方は解決までたどりつけるが、そうでない方が出てくる。全体的に一旦相談を聞き、必要な係につないでくれる仕組みが必要で、庁内で課題が繋がる仕組みについて、これを機に考えてほしい。そのスタートとして、この計画に重層的支援体制について載せられたことは大きい。また、２年後に社会福祉協議会の地域福祉活動計画を策定していく。どう具体的な体制が取れるのか、検討される。非常に大きな時代の変わり目になる計画だと思う。
谷口委員：身体障害のある方は、どこへ行けば良いかわからない。市役所で聞いてもわからなければ、社会福祉協議会へ行く。
委 員 長：その方の特性等によって、相談のしやすさも変わってくると思う。柔軟な体制を組み立ててもらえれば、有難い。
副委員長：民生委員・福祉委員・老人クラブ等、今までは独立して住民から困りごとを聞いていたが、連携して領域外のことも聞きながらつながる仕組みが必要だと思う。
福村委員：具体的に進めていかないといけない。私も今まで民生委員と会ったことがない。住民に浸透させるのは、誰の役目なのか。
井関委員：委員の交代については広報にも掲載されている。
福村委員：掲載されるが、それだけである。顔写真を出しても良いのか、地域の公民館に出しても良いのか。市役所に行けば誰でもわかるようにする必要がある。民生委員の話だけではない。市長が先頭に立ってやるくらいの気持ちがなければいけない。
副委員長：福村委員のご意見は具体的な話だが、地域福祉計画は指針となる計画である。地域には多くの課題がある。特に取り組むべき課題に対して重点的に取組を進めていくための計画になる。例えば、情報をどう出せばよいのか、今までは広報だけだったが、それでは足りないのではないか。ＳＮＳも使うべきではないか、やっぱり回覧板のほうが良いのではないか、そういう議論がこの委員会の前半にもあった。それを住民の声として受けて、行政は検討することになる。福祉の支援活動は、今までは個々のボランティアとして行うという考え方だったが、地域のために自分が楽しむことも地域の力になると示したことは大きい。そういうところへの支援も、制度として今後載ってくることもあると期待して、この計画案を送り出すことになると思う。
福村委員：書類だけ、資料だけでなく、行動しないといけない。
松山委員：地域福祉計画が出て初めて、社協も活動計画を出していける。ここに書いてある各部署で、これに基づいて計画していくと理解している。
委 員 長：ご意見を元に若干の追記・修正はあると思うが、大幅に変えることは難しい。ただ、これが出たことにより、今後５年間で藤井寺市が地域福祉推進に向けて取り組むことの一つの区切りとなる。これに基づいて、具体的な活動が考えられていく。そこはここの委員会だけでなく、活動している皆さんと一緒に考えていくところになる。向くべき方向性について、この計画をとおして理解していただけたと思う。これを市民の方と共有していく必要がある。ホームページに掲載することが目的ではなく、関心を持った市民が関わってくれるようになると、藤井寺市として前進していく。そのように計画が活用されていけば良いと思う。いただいた意見については、事務局で再度検討願いたい。

４．その他
· 事務局より、議事録の承認について説明。
【質疑応答】
谷口委員：社会福祉協議会で地域福祉活動計画を作る時にまた集まるのか。
副委員長：この地域福祉計画を受けて、活動計画は社会福祉協議会で検討して作成する。また違うメンバーで話し合うことになる。
谷口委員：この計画は５年ごとに作成しているのか。
事 務 局：そうである。
副委員長：５年くらい経つと、地域の考え方もその時大切なことのキーワードも変わってくる。
谷口委員：前回計画と今回の計画はあまり変わらないのではないか。
委 員 長：中身が変わっていないことは、大いに反省しないといけないかもしれないが、５年間でそこまで変わらなかったということにもなる。ただ、その中で進んでいることも一部あるかもしれない。そのあたりを含みながら見ていただくことになる。この５年間はコロナもあり、進めたくても進められなかった部分もある。そこは含んでおかないといけない。コロナは、進めようがなかったところもある。一度すべて止まってしまったが、ここ５年くらいでやっと再生し始めたところだと思う。そういう意味では、今回は変わることが一部難しかったと思う。
林 委 員：令和５年にできた孤独・孤立対策推進法を受けて、42・47ページあたりが新たに入ってきている。これが大きく変わっているところだと思う。
副委員長：今までは、住み慣れた地域で過ごしやすくが大テーマだったが、転居してきた、あるいは避難してきた方については「住み慣れた地域」ではない。「誰もが」となったことは、大きな変化だと思う。そういう老人クラブや地域の自治会に入っていない方に目を向けるべきというメッセージが新たに入った。そのあたりについて、住民へのアピールをしてもらえればと思う。

閉　会
（終）
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